【別表１】地場産品基準
	地場産品類型
	基　準
	具体的例示等
	申請書への記載事項

	１号
	福島市内で生産されたものであること。
※主近隣市町村と混在が避けられないものは4号(本来4号であるのに1号認定の場合は基準違反となる)
	[認められると考えられる例]
福島市内で生産された野菜・果実など(全て福島市産)
	(A) 区域内で行われている生産の内容(栽培、繁殖、
肥育、養殖、水揚げ等)
※加工品は２号または３号で記述すること

	２号
	福島市内で返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。
	〔認められると考えられる例〕

・福島市で生産された野菜及び果実等を原料に市外で加工・製造したもの

〔認められないと考えられる例示〕

・製造に用いる牛乳のうち、福島市内で生産された牛乳を約1割使用し、福島市外で製造したアイスクリーム

・スチール缶の原材料となる鉄を福島市内で製造し、そのスチール缶を使用したビール
	(A) 当該返礼品等の主な原材料のうち、区域内で生産された原材料名
(B) 当該返礼品等の主な原材料のうち、区域外で生産された原材料名
(C) 返礼品等の重量や付加価値のうち区域内で生産
された原材料(回答欄(A))によるものの割合(当該割合が全体の半分を一定程度以上上回るといえる理由を説明すること)

	３号
	福島市内で返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。

	〔認められると考えられる例〕

・福島市外で生産された豚肉を市内で調理・加工した豚肉加工品　

・福島市外で生産された原材料を用いて、福島市内の醸造所において醸造した酒

〔認められないと考えられる例〕

・海外で生産し、福島市内事業者が検品を行っているラジオ

・福島市外で生産されたビールに福島市内団体オリジナルのシールを貼ったもの
	(A)区域内で行われている工程(加工･製造)の詳細
※実質的な変更を加える加工または製造に該当
しない例、単なる切断や組み立て、梱包、混合
などは相応の付加価値が生じていると判断でき
ません。
(B)区域外で行われている工程の詳細
(C)返礼品等の付加価値のうち区域内で行われてい
る工程(回答欄(A))によるものの割合とその算出方法(当該割合が全体の価値の半分を一定程度以上上回るといえる理由を説明すること)

	３号イ(精米)
	福島県内において生産された玄米を原材料として、当該地方団体の区域内において精白したもの。
	―
	(A)米が生産(栽培)された都道府県名
(B)区域内で行われている精米工程の詳細
(C)返礼品等の付加価値のうち区域内で行われてい
る精米工程(回答欄(B))によるものの割合とその
算出方法(当該割合が全体の価値の半分を一定程
度以上上回るといえる理由を説明すること)

	４号
	福島市内で生産されたものと近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものとが混在する場合にあっては、流通構造上、混在することが避けられない場合であること。

	〔認められると考えられる例〕

・福島市産の米を含むが、複数の団体の区域を管轄する事業所が福島市外で生産された米とブレンドし「福島産米」として出荷している商品

〔認められないと考えられる例〕

・福島市内で生産されたものと福島市外で生産されたものを全国の店舗で区別なく取り扱っているアイスクリーム
	(A) 区域内で行われている生産の内容(栽培、繁殖、
肥育、養殖、水揚げ等)
※加工品は原則非該当
(B)流通構造上、混在が避けられない理由
(C)混在する可能性のある地方団体名


	５号
	福島市の広報の目的で生産された福島市のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称、その他の特徴から福島市の独自の返礼品等であることが明白なものであること。

	〔認められると考えられる例〕
・福島市のゆるキャラグッズ
・福島市をPRするためのオリジナルのポストカード
・福島市をホームとするスポーツチームの応援グッズ

〔認められないと考えられる例〕
・福島市内で創業した事業者が福島市外で生産する即席麺
・福島市の出身者であるパティシエが福島市外で製造する洋菓子
	(A)当該地方団体の広報のために作成されたオリジ
ナルグッズ等である旨
(B)当該地方団体独自の返礼品等であることが明白
な理由
(C)返礼品等の形状、名称、その他の特徴が把握で
き、回答欄(B)の明白性が分かる資料をPDFで提
出

	６号
	上記１～５のいずかに該当する返礼品に附帯するものを合わせて提供する場合においては、当該返礼品等の価値が当該提供されるものの価値全体の7割以上であること。

	〔認められると考えられる例〕

・福島市内で製造されたそばと福島市外で製造されたそばつゆのセットであり、主要な部分が福島市産であるもの。

〔認められないと考えられる例〕

・福島市外で生産された商品と福島市のPR冊子をセットにしたもの
	(A)地場産品について、該当する地場産品基準の類
型(1～5号)及びその該当理由
(B)地場産品と地場産品以外のものの附帯関係
(C)①調達費用のうち地場産品に係る費用

②調達費用のうち附帯品に係る費用

③地場産品の割合(要7割以上)

	７号
	福島市内で提供される役務、または、これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が福島市に相当程度関連性のあるものであること。
※関連性の有無は役務の内容を総合的に判断

	[認められると考えられる例]

・福島市内の果樹園で行うモモ狩り体験　

・福島市内にある空き家の見回り代行サービス

[認められないと考えられる例]
・福島市内にある全国的に展開している飲食店における飲食
	(A)①役務が提供される施設名等

②(区域外での役務の提供が含まれる場合)提供される所在地
(B)役務の内容

※区域内で提供されていても全国各地で同様の役務が提供されているなど、地域との関連性が希薄なものは７号役務に該当しません。
(C)役務の内容が当該地方団体と相当程度関連性が
ある(区域外の同種の役務では代替できない)と
いえる理由

	７号の２
(宿泊)
	福島市内に所在する宿泊施設であって、福島県内においてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営するもの(フランチャイズチェーン等の方式により、福島県外に所在する宿泊施設のブランド名を冠するものを除く。)における宿泊の提供に係る役務であること。

	〔認められると考えられる例〕

・福島市を訪れて、福島市内で宿泊することを条件とする旅行券や旅行クーポン(福島県内においてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営する宿泊施設)
〔認められないと考えられる例〕

・フランチャイズチェーン等の方式により、他県に所在する宿泊施設のブランド名を冠する施設の宿泊券
	(A)役務が提供される施設名･所在地
(B)当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設であ
って、当該地方団体が属する都道府県の区域内に
おいてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営する
旨
(D) フランチャイズチェーン等の方式により、当該地方団体が属する都道府県の区域外に所在する宿泊施設のブランド名を冠するものではない旨

	７号の３イ
(５万円以下の
宿泊)
	福島市内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係る役務であって、前号に該当しないもののうち、当該役務の調達に要する費用の額が一夜につき一人当たり５万円を超えないもの。
	〔認められると考えられる例〕

・フランチャイズチェーン等の方式により、他県に所在する宿泊施設のブランド名を冠する施設において、一夜につき一人当たり５万円を超えない宿泊券
	(A)役務が提供される施設名･所在地
(B)１人１泊あたりの調達費用の額
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